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空手道史と禁武政策についての一考察
－琉球王国尚真王期と薩摩藩の支配下を中心に－

ビットマン　ハイコ注１

要　旨

　本稿では琉球王国時代に存在したと言われる「禁武政策」が空手道の発展に大きな

役割を占めた，とするこれまでの通説を検討し，禁武政策と空手道の発達史の関係に

ついて更なる考察を加える。この結果，まず，尚真王期に武器廃止政策が行われたと

いう説が依拠している史料の解釈の妥当性が疑われた。また，薩摩藩が一切の武器を

取上げたことを示す史料は見出せなかった。つまり薩摩藩の「禁武政策」によって，

沖縄の徒手の武術，即ち「カラ手」が創造され，あるいはその発達が促進されたとい

う説は，更なる検討の余地がある。

【キーワード】空手道，沖縄，琉球王国，薩摩，禁武政策

Ⅰ．はじめに

　空手道の歴史を語る際，発祥地沖縄の琉球王国時代（１４２９-１８７９年）にあったと言わ
れる「禁武政策」が空手道の発展に大きな役割を占めた，という見解が最近まで唱え

られてきた。つまり， 尚 
しょう

 真 王（１４６５-１５２６年）の時代に「世界にさきがけた武器廃止」
しん

（例えば，渡口，１９８６，２４頁）政策が行われ，加えて薩摩の侵攻（１６０９（慶長１４）年）

後，「一切の武器を取上げられ，徹底的な禁武政策を布かれたので」（例えば，大家，

１９５５，１１頁），「時代の要求が斯の空拳の術を創造せしめた」（例えば，富名腰，１９２２，２-
３頁），もしくはその徒手の武術の発達が促進されたという見解がある（例えば，宮

城，１９８７，１８頁；摩文仁，２００３，３５-３６頁を参照）。さらに，禁武政策の一環として，
武術も禁じられていたと主張する文献も見られる（Haines, １９６８, ７７-７８頁； Draeger, 
１９７４，５８頁）注２。そもそも琉球王国は武器を持たなかった国だったという説すら見受

けられる注３。長年にわたり，上記のような説は主流であるが，近年では，こういった
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禁武政策について，その解釈や空手道の発展史に及ぼした影響に対して疑問が投げか

けられている。しかし，この疑問は必ずしも空手道史において，明確な史料を以って

示されているわけではない。そこで，本稿ではこれまでの通説を検討し，禁武政策と

空手道の発達史の関係について更なる考察を加えたい。

Ⅱ．琉球王国・尚真王期の「武器廃止」

　琉球王国は１４２９年に成立した。琉球王国統一注４以前，沖縄本島は北部の 北  山 ，中部
ほく ざん

の 中 
ちゅう

 山 ，南部の 南  山 という地域に分かれており注５，三山分立時代（１４世紀頃-１４２９年）
ざん なん ざん

と称される。この中山の王・ 察  度 が１３７２年，初めて明朝に入貢し，以後朝貢関係が開
さっ と

始された。さらに，１３８０年に南山が，１３８３年には北山も朝貢関係に入った。こうして

三山の時代及び統一された琉球王国の時代に，明朝との間では貿易を通じた人事文物

の交流のほか， 冊  封  使 の来琉や進貢使の渡中などが行われた（高宮城，２００８，９１頁；
さっ ぽう し

上里，２０１０a，１７頁を参照）。
　この琉球王国尚真王注６（在位１４７７-１５２６年）期に，禁武政策があったという説がある。
これは首里城正殿を飾る欄干に刻まれたという尚真王の事績や治世を記録した１１項目

にわたる「 百  浦  添  欄  干  之  銘 」注７の第４項目に依拠している。この銘の末尾には１５０９年
もも うら そえ らん かん の めい

との記述が見られる。

「其四曰ク，服ハ裁チ
二錦綉ヲ

一，器ハ用フ
二金銀ヲ

一，専ラ積ミ
二刀剣弓矢ヲ

一，以チ為ス
二護国之利

器ト
一。此邦財用武器，他州所レ不ル

レ及バ也。」（塚田，１９７０年，８２頁）

この中の武器に関する文言は，これまでほとんど「武器をかき集めて倉庫に積み封印

した」と解釈されてきたが，特に最近の研究では「もっぱら刀剣・弓矢を積み，もっ

て護国の利器となす。この邦の財用・武器は他州の及ばざるところなり」と読み改め

られるようになってきている（新里（高宮城），２００８，１０４頁；玉野，２０１３，１７ 頁）注８。

　後者の解釈に従えば，この意味はすべての武器を廃止した禁武令ではなく，琉球王

国の国防のために武器を集積した軍備強化策であったとする見方となる。それが地方

支配層の 按  司 を首里に住まわせた政策と相俟って，王国内の安定化にもつながったで
あ じ

あろうことは想像に難くない（上里，２００２，１１５頁； ２０１１，６４-６５頁；高宮城，２００８，１０２-
１１０頁；金城，２０１１，１３９-１４２頁）。
　尚真王期には，琉球王国軍が完成し，その中には解体された按司の軍団が組み込ま

れた。この軍隊の役割は王府守備，対外貿易船の警固，外敵の侵入・攻撃からの国防
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であり，さらに国内の反乱の場合への出動・鎮圧や周辺地域の征服も含まれた（上里，

２００２，１１２及び１１５頁；２０１１，６４-６６頁）。
　琉球王国の軍事行動としては，次の例をあげることができる。１４９３年に，琉球王国

の勢力下にあった奄美地方で，南進する薩摩勢力と武力衝突が起き，琉球軍が勝利し

た。１５００年の八重山のオヤケ・アカハチの乱では，尚真王が約３０００人の兵及び軍艦４６

隻注９を投入し，八重山地方を征服した。また，１５０７年の久米島への侵攻，１５２２年の与

那国・ 鬼  虎 の乱を征服注１０，１５３７年及び１５７１年の奄美地方の反乱鎮圧がある（上里，
おに とら

２００２，１１３-１１４頁；新垣，２０１１，４０２-４０３頁；『沖縄大百科事典・上巻』，１９８３，９０，６１０，６２５
頁を参照）。１５５４年の 尚 

しょう

 清 王注１１期には外敵，主として倭寇注１２と呼ばれた海賊の襲撃を防
せい

ぐために，那覇港口に堡塁を築き注１３，大砲が備え付けられた（金城，２０１１，１４２頁；新

垣，２０１１，５７-５８頁）。
　１６０９年の薩摩による侵攻の時にも，琉球王国軍と薩摩軍の間に実際に戦闘が行われ，

双方に戦死者が出ている。薩摩軍は３月の初め，８０隻とも１００隻ともいわれる軍船に，

３０００人あまりの大量の火器による武装兵を乗せて鹿児島・山川港を出航し，組織的な

武力抵抗を受けながらも，奄美大島，徳之島を攻略し，３月末に沖縄島北部に到達し

て， 今  帰  仁 
な き じん

 城 を陥落した。沖縄島に達した薩摩軍に対して，琉球側は那覇に３０００人を
ぐすく

集中配置し，最新兵器の大砲を使用して，那覇入港をくい止めたが，薩摩軍は陸海二

方面に分かれており，大湾渡口（現：読谷村渡具知）から上陸した部隊が陸路王国の

都に迫り，４月の初めに首里城を攻め落とした。結局，戦国乱世を生き抜いた薩摩軍

に比べて琉球王国軍は実戦経験が乏しく，戦略や接近戦の練度などにおいて，薩摩軍

は王国軍を凌駕していたのであった。そもそも沖縄島はサンゴ礁に囲まれており，大

型船が兵を上陸させるために入港できる地点は限られていた。そのため，琉球王国は

海路からの侵攻のみを想定して，那覇に軍を集中配備しており，薩摩軍が上陸した中

部地方の守備は疎かであった。このような戦略的な誤算や総合的な軍事力の差に加え

て，王府内部に講和派と抗戦派が存在し，抗戦姿勢は徹底されなかった。琉球王国の

敗北には，こういったいくつかの要因が考えられる（上里，２００２，１１５-１１６頁；２０１０a，
２２２-２９３頁；２０１１，６５頁；新垣，２０１１，６８-８９頁を参照）。
　このように，尚真王期の琉球王国では国家的なレベルでは武器を廃止していないし，

薩摩侵攻の時にも軍隊が投入され、交戦している。決して無抵抗な国ではなかった。

　また，上里は，１５世紀の朝鮮と１６世紀のポルトガル人の記述をもとに１５～１６世紀，

琉球の人々が武器を携帯していたと述べる。

「『アルブケルケ伝』注１４には「ゴーレスの本国はレケア（琉球）である。人々は色白
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で，長衣をまとってトルコ風に装い，やや細身の長剣と四十二センチほどの長さの

短剣を帯びている。勇猛な彼らはマラッカで恐れられている。」とあり，また『朝鮮

世祖実録』注１５（一四六二年）には，「其の俗，常に大小二刀を佩し，飲食起居するに

身より離さず」とあるように，十五～十六世紀の琉球人は日常的に大小の刀剣を腰

に差していた。」（上里，２０１０b，２３６-２３７頁）

琉球王国貿易の最盛期（およそ１５～１６世紀注１６）には，中国，日本，朝鮮のみならず，

東南アジアに進出して幅広く交易が行われていた。その交易品の中には日本刀と日本

製の武器類も含まれており，金工輸出品の主力なものは刀剣であった（上里，２０１０b，
２３６-２３８頁を参照）注１７。つまり，１５～１６世紀，即ち尚真王期に琉球人が刀剣を所持し，

武器類の売買にも携わっていたと思われる。

　このように，尚真王が「武器をかき集めて倉庫に積み封印」する禁武令を下したと

する説がこれまで流布されてきたが，尚真王期とそれ以後も，琉球王国内には国家的

なレベルでは，武器廃止政策は取らず，王国軍を作り上げ，軍事行動も展開していた。

また，個人も武器を所有していた可能性が記録上からは示唆される。

Ⅲ．琉球王国と薩摩侵攻後の「禁武政策」

　１６０９年の薩摩侵攻後，琉球王国は明朝の朝貢国でありながら，薩摩藩の支配下にも

置かれた。

　薩摩侵攻以前の琉球王国は，先述したように，明朝と朝貢関係にあり，そこには貿

易を通じた人事文物の交流のほか，冊封使の来琉や進貢使の渡中などが行われ，この

関係は幕藩体制時代の薩摩藩支配下でも維持されていた。明・清朝と琉球間の貿易は

薩摩にとっても利をもたらすものであったため，薩摩は琉球を支配下に置きながらそ

の関係を秘匿し，「琉球国」として異国扱いもしていた。明・清朝はそうした実情を把

握しつつ黙認していた（『沖縄大百科事典・中巻』，１９８３，２１８頁を参照）。

　こうした薩摩藩支配下の琉球王国の軍事的な特色について，上里は，侵攻以前のよ

うに自在に動かせる軍隊はなくなったようであり，琉球の防衛は薩摩藩が担当するこ

とになった。要するに，琉球王国は近世日本の安全保障の傘の下に入ったと述べてい

る（上里，２０１１，６７頁）。

　さて，空手道史では，薩摩藩が琉球の人々の武力抵抗を恐れて禁武政策を布いた

とする見解が見られる。だが，これは史実であろうか。金城（２０１１，１７０頁）も「空

手は，薩摩に武器を取り上げられたので，自らを護るために素手の格闘術として発
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生した，と考える人が多い」が，それは「単なる個人的な推論ではないか」と問題

提起している。そこで，薩摩の取った琉球に対する武器に関する統制令を検討して

みたい。

　薩摩から下された武器に関する最初の「覚」は１６１３（慶長１８）年と思われる。関連

部分を抜粋する。

　「一 兵具御改之事，付鉄炮堅可有禁制事，

    一 王子衆・三司官・侍衆自分之持具御免許候事，」（『旧記雑録後４』，１９８４，４１４頁）

この「覚」を精確に読むと，兵具御改之事とは武具統制の意味であろうが，これは鉄

砲のみを指し，すべての武器に言及しているわけではない。さらに王子衆・三司官注１８・

侍衆など琉球の王府や士族には，自分の武具を所持することが許されており，それに

は鉄砲も含まれていた可能性がある（麻生，２００７，４４-４６頁を参照）。
　また，１６３８（寛永１５）年及び１６３９（寛永１６）年には琉球王国の進貢船における武器

について次のような「覚」が見られる。

１６３８年：「一 進貢船謝恩渡唐之時，日本之武具相渡間敷事，」（『旧記雑録後編５』，
１９８５，７８８頁）

１６３９年：「一 何邊ニても兵具之類船中為用心之ニも，曾而被差渡間敷事，」（『旧記雑
録後編６』，１９８６，５２頁）

最初の「覚」は進貢船への日本の武具の搭載を禁止し，１６３９年の「覚」は，全面的に

兵具の類の船中持込を禁止している。このように琉球王国から外国に武具を持ち出す

ことが禁止された（麻生，２０１０，２０頁を参照）。しかしながら以下の文書に見るよう

に，琉球王国側は進貢船への鉄砲等の武器搭載を要望し，ほぼ１０年後の１６４８（慶安元）

年には再び許可されるようになった。

「一 大明江左右聞舩遣度［，］各被存通［，］此度継目之儀被伺御意候［，］次而ニ御申上候
ヘハ，従上古琉球国之儀ハ王号并冠をも大明より相度儀ニ候，後年渡海之障ニも可

罷成と被申上候，尤被　思召候，其分ニ左右聞舩可被申付候，鉄炮之儀も弐拾梃程

其外ニいふり筒二三丁迄者苦間敷由，御三老より北郷佐渡守・新納右衛門佐ヘ被仰

聞候，其心得可被成事，［略］

　慶安元年九月二日
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　山田民部（有栄）　判

　川上因幡（久国）　判

　島津図書（久通）　判

　三司官

　金武王子」（『旧記雑録追録１』，１９７１，１３１頁; ［  ］内は著者による，以下同じ）

この琉球側の武具搭載要請，及びそれに対する許可の背景には，中国に遣わされる船

を海賊から守る事情があった。倭寇と称する海賊がしばしば東シナ海に出没し，琉球

では１５５４年には那覇港口に大砲を備え付けた堡塁を築くほどの問題となっていた。実

際，この武器搭載許可が出された１６４８年にも琉球の船が海賊に掠奪されている。また，

麻生（２０１０，２４頁）によると，幕府の老中がこの許可を出したのは，薩摩が幕府の指

示を仰いだということを示し，琉球の船を無事に帰国させることは幕府の意思でも

あった。さらに明朝（１３６８-１６４４年）が終わり，清朝（１６４４-１９１２年）が始まった動乱
期であったので，薩摩藩だけではなく，幕府もこれによって中国の情勢を把握しよう

とした（徳永，２０１１，８２-８３頁；紙屋，２０１３，１６０-１６３頁を参照）。
　すでに１６２１年には幕府から九州の諸大名宛に武器輸出禁止令が下されており（永積，

１９９９，６７-８１頁を参照），また琉球にも武具を売り渡すことを禁ずる令が発せられてい
る。その最も早いのは１６４３（寛永２０）年であり，１６４６（正保３）年にも再び発令され

ている。

１６４３年：「一 何色ニよらす武具之類，琉球嶋中ヘ被賣渡間敷事，…」（『旧記雑録後編
６』，１９８６，２２９頁）

１６４６年：「一 不依何色武具之類琉球嶋中ヘ被賣渡間敷事，」（『旧記雑録後編１』，
１９７１，３２頁）

このような琉球に対する武器売り渡しの禁止は，琉球を通じた外国への武器輸出を遮

断するためであったと考えられる（Sakihara in Kerr, ５４４頁を参照）。事実１６４２（寛永１９）
年に外国船の来航を恐れ，八重山島で番役を務めた薩摩藩の役人が帰国時に，現地で

鉄砲を売り払い，処罰される事件も起こった。こうした武器売り渡しの禁止強化には

１６３８～３９年の島原の乱以降強められた幕府の鎖国政策が背景にあった。しかしながら

琉球から中国に遣わされる船は特別扱いされていた。また前述した「覚」などの令は

すべて琉球王国内の個人的な武器所有までも禁ずるものではなかった（仲原，１９７７，５９２

頁；麻生，２０１０，２０-２２頁を参照）。
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　次に１６５７（明暦３）年薩摩藩から琉球に下された「掟」を見てみよう。

 
「一 御物之鉄炮，付玉薬以下之道具并所之衆格護之鉄炮，御物ニ召上置候， 右之取あ
つかい，向後者在番衆奉行所江受取置，修理等可被申付事，」（『旧記雑録後編１』，

１９７１，３５４頁）

この掟の中の「御物」とは麻生によると，琉球王府のことであり，「所之衆」とは琉球

士族のことである。したがって，王府所有の鉄砲はもちろんのこと，士族が個人で所

有している鉄砲も，王国のものとなり，以後は薩摩藩の在番所に置くことと定めたこ

とになる。先述の１６１３年の「覚」と照らし合わせると，「王子衆・三司官・侍衆が自分

之」鉄炮をこの時点までは持つことが認められていたと思われる（麻生，２０１０，１８頁）。

そうでなければ，個人の鉄砲を「御物」にするというような掟は発令する必要がなかっ

たからである。

　また，この掟の背景として，麻生は，琉球から中国に遣わされる船に薩摩藩として

武具を補填する必要があったと推測している。当時の火器・火薬類は薩摩藩から供給

されていたが，それらは故障が多く，常に不足がちであり，１９世紀まで琉球側は繰り

返し借用を要請していた（麻生，２０１０，２５-２９頁を参照）注１９。薩摩藩は琉球と中国の間
の貿易で得られる自藩の利益を損なわぬよう，琉球から中国へ渡る船に必要な武具を

搭載する一方で，これによる藩の財政負担を最小限に留める手立てを取らねばならな

かった。徳永（２０１１，６１頁）も，薩摩藩の財政は江戸初期から既に借財に苦しみ，琉

球王国の中国との進貢貿易の利益を確保することが藩の財政政策綱領ともいえるもの

となっていたと述べる。薩摩藩が琉球王国の火器・火薬類を一括管理しようとした背

景にはこうした財政事情があったと考えられる。このように見ると，上に述べた「掟」

は琉球人による武力抵抗を抑止する意図ではなかったと思われる。武力抵抗を抑止す

るのであれば，なぜ鉄砲並びに玉薬などの道具類の所有権が琉球王国に残されたまま

になっていたのか，あるいは，この掟が他の武器類に及ばなかったのかが問われるか

らである。

　上に述べた薩摩藩の財政負担を軽減するための意思が働いたというのは次の事柄か

らも推測できる。１６７０（寛文１０）年に海賊に襲われて武器を捕られた琉球の渡唐船に

対し薩摩藩は次のように命じた。

「…去々年渡唐小唐舩持渡候石火矢・鉄炮賊舩ニ捕候ニ付，此節替鉄炮之儀ニ為申候

石火矢，此度も余けい無之候間不被遣候，鉄炮廿丁之儀ハ尤御物より可被遣候ヘ共，
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琉球より唐渡唐舩之儀毎度之事ニ候ハゝ，借物計ニてハ鉄炮持渡衆も大形ニ在之，

入用之時節無調法ニ可有之候間，渡唐舩用之鉄炮ハ琉球かたヘ御免候間，当秋小唐

舩用之鉄炮廿丁琉球かたより相調可差下旨被仰付候ニ付，東風平親方・幸喜親方ヘ

申談，大坂ヘ申上せ候，追付可罷下候間跡舟より差下可申候，為御存候，先々早々

御意得を入儀ニ付，可申下通御下知ニて，当秋下り之内より使舟として彼山川ノ六

郎兵衛舩申付申候，為御存候，以上，

桂杢之助

子八月廿四日」（『旧記雑録後編１』，１９７１，５９５頁）

ここからは，薩摩藩が琉球側に対して大坂で自前による武器調達を命じていることが

分かる。さらに１６７５（延宝３）年にも今度は次のように薩摩藩と見られる「御国」で

武器を発注するように命じられた。

「…雖然異風棒火矢・大鉄炮いつれも無之候而不叶之由候条御免被成候，前ニ四十丁

御免被成候筋ニ琉球方より可被相調候異風棒火矢才覚御国中ニ而可然候，左候而右

鉄炮同前ニ在番所格護ニ而渡唐之砌被請取候様ニ可授申渡候，異風棒火矢他領より

相求事可悪之由被仰候，　

卯九月十一日取次　　相良源五左衛門（頼安）

　諏方采女殿」（『旧記雑録後編１』，１９７１，６５３頁）

　

幕府の武器輸出禁止令にもかかわらず，これらの発注が認められたのは，１６４８年から，

中国に遣わされる船については武器搭載が許可されており，また薩摩藩の財政負担を

軽減するための方策が背景にあったからであろう。

　また１６９９年の「覚」では，琉球への武器持込が禁止された。

「近年琉球人於御當地刀・脇指を相求，磨拵等相調持渡者有之由其聞得候，琉球國之

儀者御領内之儀ニ者候得共，向後刀・脇指・弓・鐵炮其外兵具等琉球江持渡儀者一

切御禁止之なかった，可得其意候，」（『旧記雑録追録２』，１９７２，１６９頁）

すでに薩摩藩の侵攻からおよそ１００年が経過していても，上記の「覚」に書かれてある

ように，「琉球人」が未だに薩摩藩と見られる「御当地」で武器を求めていたことが分

かる。このように，いくつかの統制令が出されていたが，これらは必ずしも守られて

いなかったのかもしれない（麻生，２００７，４６頁を参照）。この「覚」は１６４３年及び１６４６
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年の武器売り渡し禁止令をさらに強化するものであったと思われる。ただし崎原によ

ると，修理のために，武器を薩摩まで持って行くことは許可されていた（Sakihara in 
Kerr，２０００，５４４頁）。
　１７２３（享保８）年には，薩摩藩から次の「覚」が下された。

「且又異國江兵具差渡候儀者御大禁之儀候間，賊舩為用心定置候兵具之外，武具之類

持渡間敷候，右之段者毎度雖申定置候，猶以入念相改之［，］出舩可申付候」（『旧記雑

録追録３』，１９７３，６２７-２８頁）

　このように琉球への武器の持ち込み禁止令に加えて，武器の輸送も禁止されるよう

になったが，海賊から防備するための兵具は除かれた。琉球王国は，武具の調達を主

に薩摩藩からの借用に依存せざるを得なかったが，琉球側は薩摩藩だけではなく，清

朝にも武器借用を依頼していた（麻生，２０１０，２５及び３４-３５頁を参照）注２０。
　さて，東アジアは１７～１８世紀には，かつてない平和な時代になっていた。日本では，

江戸時代の武士は実戦から遠ざかり，官僚化し，「大小」は武器というよりも地位・身

分の象徴としての意味合いが強くなった。琉球王国も，「平和社会」となったとされる

（上里，２０１１年，６８頁）。これを裏付けるように，１７２８年から１７５２年まで長く琉球王国

の三司官を務め，「琉球の五偉人」の一人とされる注２１久米村士族の 具  志  頭 
ぐ し ちゃん

 親方 
ウェーカタ

 文 
ぶん

 若 ・
じゃく

（唐名） 蔡  温 （１６８２～１７６２年）は『独物語』で，次のように述べている。
さい おん

「…往古は御当国の儀政道も黙々不相立，農民も耕作方致油断，物毎不自由何篇気侭

の風俗段々悪敷，剰世替注２２の騒動も度々有之，万民困窮の仕合言語道断候処，御国

元注２３の御下知に相隨候以来風俗引直，農民も耕作方我増入精，国中物毎思侭に相達，

今更目出度御世に相成候儀，畢竟御国元の御陰を以件の仕合筆紙に難尽御厚恩と可

奉存候，…」（崎浜，１９８４，７６頁）注２４

さらに，

「御当地の儀，至極静謐の国土にて，武道の入用絶て無之候，然共毎年致渡唐候に

付，若賊船共相逢候はゞ至其時は槍長刀弓鉄鉋抔の働不仕は不叶儀に候，依之相考

候得ば御当地奉公人誰にても平時槍長刀弓の嗜仕置申候，是又奉公節儀の勤に候，

何ぞ御支も無御座候はゞ鉄砲迄も平時稽古被仰付度存候，渡唐人数は毎年於潮の

崎注２５鉄砲三日稽古被仰付事候得共，此分の稽古にては用に相互間敷と存当申候。」（崎
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浜，１９８４， ８４頁）と記する注２６。

蔡温はこのように琉球王国は「至極静謐の国土」であり，薩摩藩の支配下で王国内の

秩序が保たれるようになったと述べている注２７。これにより，「武道の入用絶て無之候」状

態になったとしても，なお「賊船」の問題があった。言い換えれば，王国の防衛は薩

摩藩が担う形をとったため，琉球王国は独自の軍隊を保持し続ける必要性はなくなっ

たが，海賊に備えるためには琉球の「士」は武術に取り組み，鉄砲の稽古まで必要と

されていた。

　また，１８６４年の「大清国江為御返船指渡人数私物帳」の史料中に，「刀」や「脇差」

が挙げられており，史料表題が示すように，これらの刀剣類武器は船の乗組員が「私

物」として所持していたものであった（『那覇市史 資料編第１巻１１ 琉球資料（下）』，
１９９１，２２-２７頁）。さらに麻生（２０１０，３６頁）によると，末端の乗組員と思われる無系
（百姓身分）の者までが刀剣を所持していたことがわかる。おそらく海賊に備えての護

身用だったと考えられる。いずれにせよ，この史料は琉球人が個人的に武器を所有し

ていたことを示す貴重な資料である。

　これまで検討してきたように，薩摩藩の覚・掟などからは，琉球王国内に対して，

王府や士族以外に鉄砲を禁ずる「覚」，ないし個人所有の「鉄砲」を琉球王国の「御

物」とする「掟」のほかには武器を禁止する令は見当たらない。つまり，薩摩藩に

「一切の武器を取上げられ，徹底的な禁武政策を布かれた」ことによって「時代の要求

が斯の空拳の術を創造せしめた」とする見解を裏付ける文献は見つけることはできな

い。また，薩摩藩は琉球王国に軍隊を常駐させてはいない（上里，２０１１，６７頁）。その

主な理由は，薩摩藩は琉球王国の朝貢貿易を妨げないように藩の支配を秘匿したから

である。これらの事柄から考慮すると，薩摩の侍から身を守る必要性から，琉球人が

素手の武術を考案したとする考え方は成り立ち難い。

　ただし，次の史料には注意しなければならない。

　薩摩藩の侵攻後の初期においては，紙屋によると，「島津氏が，琉球に幕藩制の支配

原理を導入し，…琉球の日本同化を打ち出した…」（紙屋，１９７６，１０７頁）。だが，幕府

は日明貿易を望みながらも，明との朝貢関係を結ぶ考えはなく，幕府の対明貿易は実

現しなかった。それに伴って，薩摩藩の琉球支配にも変化が現れ，琉球王国を介して

明と貿易をするために，琉球王国を「ヤマトではない」異国として扱う必要性が生じ

た。例えば日本との異質性を強調するために，１６２４（寛永元）年に，「日本名を付支度

仕候者，かたく可為停止事」（『旧記雑録後４』，１９８４，８１８頁）と「定」が出されてい

る。このように，薩摩藩が琉球支配を秘匿した上で，琉球王国と明朝の朝貢貿易から
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得る財政上の利益を妨げないようにする意図や，加えて幕府にとっても中国情勢の情

報源として琉球王国を利用する価値があったことが窺える（紙屋，１９７６，１０８-１１２頁を
参照）。また，この「支度停止」の「定」によって，琉球人が古琉球の時代のように日

本風に「大小」を持つことが出来なくなったと考えられるが，仮にそうであったとし

ても，この「定」は，すべての武器を禁止する令として出されたのではないと判断で

きよう。

　では，薩摩藩の禁武政策によって，徒手の武術の「発達が促進された」とする説に

ついて検討して見よう。管見の限り，すでに述べたように，鉄砲を除けば，薩摩藩が

武器を全面的に禁じたことを示す史料は見出せなかった。これに関連すると思われる

唯一の史料は１６７０（寛文１０）年に琉球王国の当時の裁判所である「 平  等  所 」注２８から発
ひ ら じょ

せられた次の「覚」である。この「覚」は１９２２（大正１１）年に出版された最初の本格

的な空手道教本と言える 富  名  腰  義  珍 『琉球拳法唐手』に収録された当時の沖縄学の
ふ な こし ぎ ちん

「御三家」の一人である 東  恩  納  寛 
ひが おん な かん

 惇 による「序」中に次のように掲げられている。
じゅん

　

「一，正月十六日夜，燈爐見物に棒刀持或は覆面仕候儀従前々御法度被仰付候へ共為

念堅横目被仰付置候若相背者於有之者捕可致披露旨被仰付候間燈爐見物仕候者能々

其心得可為専候

一，夜行ニ棒刀持候儀従前々御法度被仰付候處隠々相背者風聞ニ堅御法度被仰付候

事」（東恩納（富名腰），１９２２，１６頁）

　まず，東恩納も「…国防の外に個人の護身用としても武器を携帯する風のあった事

は，寛文十年（慶長役後六十一年）平等所の廻文に次（上記引用文のこと：筆者）の

ようなものがあるのでも想像出来る」（東恩納（富名腰），１９２２，１５-１６頁）と述べてお
り，少なくともこの年までは琉球人が武器を携帯する習慣があったと考えられる。ま

た，「前々御法度被仰付候處隠々相背者風聞」とあるように，以前にも「御法度」が出

されていたようであり，１６７０年の「覚」もどこまで守られたかは不明である。けれど

もこの「覚」について，東恩納は次のように続ける。

　

「此の廻文等に依って，少なくとも公にも，私にも，武器を携帯する風の他動的になっ

た事は知られる。カラ手の発達をそれ以後の事と断定するのは早計ではないと思ふ。

　カラ手の由来に関しては，自分は之れまで深く調査したことはないが，支那伝来

のものである事は，その各種目の名称からでも断言できると思ふ。然らば何時代に

伝来したが，之れも各武術者の系譜等に拠って穿鑿すれば或程度まで確める事がで
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きようが，今はその便がない。それで大体から推して自分は慶長以後の事と考へる。

それは前に云うた武器廃止の事と今一つは，支那使節の側からの観察とに依ってゞ

ある」。（東恩納（富名腰），１９２２，１６-１７頁）注２９

 
このように，琉球王国の平等所による「覚」が空手道の発達にとって重要な契機となっ

たと見ている。しかし，この「覚」を厳密に読むと，夜間に棒刀を持ち歩くことは禁

止されているが，その所有や夜間以外の取扱いについては何も言及されていない。従っ

て棒刀などであっても夜間の外出の際に持ち歩かなければ，ないしは屋内であればそ

れらの稽古ができたという可能性は考えられる。またその背後に薩摩藩の存在があっ

たとしても，注目すべきはこの「覚」を下したのが琉球王国の平等所だということで

ある。

　さらに，東恩納は「カラ手の由来に関しては…支那伝来のものである」とし，「自分

は慶長以後の事と考える」と述べる。しかし，「カラ手」の発達を慶長以後とするのは

歴史的に見れば遅すぎるのではないかと思われる。そもそも空手道の起源や歴史には

伝聞が多く，その検証は容易ではない。そのため諸説が存在する。最も流布されてい

るのは沖縄固有の「 手 」（方言で「ティー」）と呼ばれる格闘術に中国拳法が加わって
て

できたという説である（例えば，富名腰，１９２２，３頁；高宮城，２００８，９０及び９５頁）。

ただし，この「手」は，中国拳法が沖縄化された（例えば，藤原，１９９０，６２５ 頁；金
城，２００３，３７頁），あるいは土着化した日本武術の影響を受けて「手」となったとの見

解も見られる（新垣，２０１１，２０頁）。次に中国拳法が沖縄に伝えられた時期についても

諸説あり注３０，１４世紀後半に，沖縄本島の三山分立時代に，中山の察度王の政策により，

琉球と中国の間に国交が成立し貿易が始まってからという説が有力視されている（高

宮城，２００８，９２頁）注３１。確かに以後，人事文物の交流，福建省出身三十六姓の沖縄帰

化，冊封使の琉球派遣，明への進貢使や留学生派遣などが行われており，すでに慶長

以前に中国拳法がもたらされるようになっていたという可能性は高い。しかし，残念

ながら，『喜安日記』注３２に述べられているように薩摩侵攻の時に慶長以前の文献，古文

書などは灰燼に帰し，「失果」した。金城（２０１１，１６２頁）はその際に中国拳法文献も

焼失したと推測している。とすれば，仮に空手道の祖形に関する文献等が存在したと

しても，同様であったろう。

　また，１５～１６世紀の琉球人は「大小」と思われる刀剣類を持っていたという上里の

指摘に従えば，琉球人，とりわけ武装した琉球商人は，日本刀の使い方にも通じてい

た可能性がある。この時期は，ほぼ日本の室町時代（１３９２-１５７３年注３３）ないし戦国時代

（１４７７-１５７３年注３４）に重なり，戦場の実戦経験からさまざまな武器及び武術の研究が進
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み，ある程度流派の成立も見られるようになっていたが，戦場ではいくつかの武術を

こなす総合的な兵法が優勢であった。この総合的な兵法には，例えば「武器」を持た

ずに素手で戦う術も含まれる。「常に大小二刀を佩し」た琉球人が武器の使い方ととも

に，このような日本の素手の術も習得していた可能性も考えられる。さらに，当時の

琉球王国の那覇港には唐人が帰化した三十六姓の 久  米  村 だけではなく，１５世紀から琉
く め むら

球人と雑居していた「日本人」の居留地が１７世紀に入っても存在したことが確認され

ている（上里，２００５年，４頁及び２６-２７頁）注３５。これらの雑居していた日本人との交流

によって，日本の武器の使い方とともに，素手の術が琉球に伝わった可能性も考えら

れる。広く流布されているのが沖縄固有の「手」と呼ばれる格闘術に中国拳法が加わっ

てできたとする説があるが，その沖縄固有の「手」という格闘術はこうした琉球人や

日本人の影響も受けていた可能性を考慮してもよいであろう。新垣（２０１１，９１頁）も

「社会全般において武器を持つ武術が発達した場合には，武器をもたない，あるいは武

器をもたない場合において，相手から身を守る武術が発達するのは当然である」と述

べる。古琉球の時代注３６に武具が存在し，また使われていた（麻生，２０１０，１５頁；金城，

２０１１，１４０頁；上里，２００２年を参照）注３７。尚真王期に解体された地方按司の軍団を組み

込んだ王国軍が完成したこと，さらに中国拳法がもたされるようになった時期を併せ

考えれば，いわゆる祖形としての空手道の発達は東恩納の主張よりももっと早い段階

から始まっていたと見ることができる注３８。

　したがって，沖縄の素手の武術の発達が１７世紀からの「武器廃止」によって促進さ

れたとする説も，上記の琉球王国の平等所から廻文された「覚」を論拠とするだけで

は疑問とされねばならない。いずれにせよ，この琉球王国の平等所の「覚」をもって

「武器廃止」即ち完全な薩摩藩による武器禁止令と解釈すること，そしてそれによって

「カラ手の発達」が促されたと主張すること，ましてやこの「覚」からは武術までが禁

じられたとする解釈は困難であろう。

　そもそも武術も禁止されていたとする説に関して言えば，１８０１（享和元）年『薩遊

紀行』の中に琉球王国内で実際に武術稽古が行われていたとする明確な記述を見るこ

とができる。

「琉球，剣術，ヤハラノ稽古ハ手ヌルキモノノナリ， 唯 突手ニ妙ヲ得タリト云，其仕
タヽ

形ハ拳ヲ持テ何ニテモ突破リ，或ハ突殺ス，名ツケテ手ツクミト云

　右ノ手ツクミノ術ヲ為スモノヲ奉行所（薩ヨリナパツメ）ヘ招テ瓦七枚重ネヲ突

セラレシニ，六枚迄ハ突砕シヨシ，人ノ顔ナトヲ突ケハ切タル如クニソゲル，上手

ニナレハ指ヲ伸シテ突ヨシ」（小野，２００６，２３３頁）
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この旅日記を残した著者については，肥後藩士であるとしか分からないが，上記の情

報は３年ずつ２度にわたって琉球に詰めていた薩摩役人の水原熊次郎から聞いたもの

であると記している（小野，２００６，２３２頁）。この中に述べられている「剣術」や「や

わら」が日本の「剣術」「やわら」であった可能性もあるが，当時琉球王国内で武術の

稽古が行われていた証拠にはなる。また，「手ツクミ」はのちの空手道の何らかの祖形

かと思われる。さらに薩摩の奉行所はこの手ツクミの術をなす者を招き，試し割とし

て「瓦七枚重ネヲ突セラレ」た。このことで，薩摩藩は琉球人の武術稽古を承知して

いただけではなく，容認していたことが分かる。

　さらに，地域名に由来する 首  里  手 （方言で：スイディー）注３９の名手と言われる 松  村 
しゅ り て まつ むら

 宗  昆 （１８０９-１８９９年）注４０は，中国で武術を修める前に薩摩の奉行官に 示  現 
そう こん じ げん

 流 剣術を学び，
りゅう

それを何人かの弟子にも教えていたと言われている注４１。これらのことを合わせ考える

とする，少なくとも１９世紀のはじめから「禁武政策の一環として，武術も禁じられて

いたとする文献」には疑問が生じることになるといえよう。

Ⅳ．まとめ

　これまで，「禁武政策」が空手道の発展に大きな役割を占めたという見解について検

討してきた。まず，尚真王期に「世界にさきがけた武器廃止」政策が行われたという

説が依拠している史料の解釈の妥当性が疑われた。この説の根拠となっていた「百浦

添欄干之銘」の第４項目は近年，「もっぱら刀剣・弓矢を積み，もって護国の利器とな

す。この邦の財用・武器は他州の及ばざるところなり」と読み改められ，琉球王国の

国防のために武器を集積する軍備強化策であったとする見方が主流になってきてい

る。また，尚真王期には，琉球王国軍が完成し，周辺地域の征服などの軍事行動も見

られ，１６０９年の薩摩侵攻時においても，琉球王国は「武器をもって」薩摩軍に抵抗し

た。このように，国家的なレベルで尚真王期の琉球王国では武器を廃止しておらず，

また無抵抗な国でもなかった。さらに，１５～１６世紀に，琉球人が刀剣を所持し，武器

類の売買にも携わっていたと示唆する記録が存在し，個人的なレベルでも，武器が所

有されていたと考えられる。

　次に，薩摩藩の侵攻後，琉球王国では「一切の武器を取上げられ，徹底的な禁武政

策を布かれたので」，「時代の要求が斯の空拳の術を創造せしめた」とする説について

検討した。先ず，薩摩藩が一切の武器を取上げたことを示す史料は見出せなかった。

これに関連するのは王府や士族以外に鉄砲を禁じた「覚」，及び個人の「鉄砲」を琉球
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王国の「御物」とすることを定めた「掟」のみである。もちろん琉球の進貢船への武

器搭載や琉球への武器の売り渡し，または武器持込を禁止したなどの例も見られるが，

史料上では琉球王国内で「徹底的な禁武政策」が布かれたことは確認できなかった。

加えて，慶長以後の薩摩藩支配下において，藩は琉球王国に軍隊を常駐させることは

なかった。薩摩藩は琉球王国の朝貢貿易を妨げないよう，藩による支配を秘匿したか

らである。これらの事柄を考慮すると，薩摩の侍から身を守る必要性から，琉球人が

素手の武術を考案したとする考え方は成り立ち難い。つまり，薩摩藩の侵攻後「時代

の要求が空拳の術を創造せしめた」とする見解には疑問が残るのである。

　さらに，薩摩藩の「禁武政策」により，徒手の武術の発達が促進されたという見解

について検討した。これに関連すると思われる唯一の史料は琉球王国の当時の裁判所

である平等所から出された１６７０年の「覚」である。背後に薩摩藩の存在があったとし

ても，この「覚」は薩摩藩から出されたものではない。したがって，薩摩藩の禁武政

策によって沖縄の徒手の武術の発達が促進されたとは言いがたいのである。その上，

「覚」の内容を厳密に読むと，夜間に棒刀を持ち歩くことは禁止されているが，その所

有や夜間以外の取扱いについては何も言及されていない。従って夜間の外出の際に持

ち歩かなければ，ないしは屋内であれば棒刀などの稽古ができた可能性は考えられる。

　また，この「覚」を根拠とした「カラ手」の発達を「慶長以後の事と考へる」とい

う見解も疑わしくなってくる。なぜなら，琉球の中国への朝貢関係が１３７２年から始まっ

ており，少なくとも中国拳法が来琉した時期は慶長年間よりもっと早い可能性がある。

加えて，三山分立時代に主権争いが起こったこと，さらに琉球王国軍が存在していた

ことも考慮すれば，「カラ手」の発達は，慶長以前にその始まりがあったのではなかっ

たかと考えられる。三山分立時代の軍団や琉球王国の軍隊が，武器と平行して素手で

戦う 術 を身につけたと考えるのは不自然ではあるまい。
すべ

　『朝鮮世祖実録』にある「其の俗は，常に大小二刀を佩し」ているという記述（１４６２

年）と，１６世紀のポルトガル人の記録をもとに，上里は「十五～十六世紀の琉球人は

日常的に大小の刀剣を腰にさしていた」と述べている。また，琉球王国の交易品の中

には日本刀と日本製の武器類も含まれており，金工輸出品の主力なものは刀剣であっ

た。とすれば，琉球人は，日本刀の使い方にも通じていた可能性がある。この時期は，

ほぼ日本の室町時代ないし戦国時代に重なり，戦場ではいくつかの武術をこなす総合

的な兵法が優勢であり，その中には「武器」を持たずに，素手で戦う術も含まれる。

「常に大小二刀を佩し」た琉球人が武器の使い方とともに，このような日本の素手の術

も習得していた可能性も考えられる。さらに，当時の琉球王国の那覇港には唐人が帰

化した三十六姓の久米村だけではなく，１５世紀から琉球人と雑居していた「日本人」
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の居留地が１７世紀に入っても存在し，これらの雑居していた日本人との交流によって，

日本の武器の使い方とともに，素手の術が琉球に伝わった可能性も考えられる。一般

に沖縄固有の「手」と呼ばれる格闘術に中国拳法が加わってできたとする説が広く流

布されているが，その沖縄固有の「手」という格闘術はこうした琉球人や日本人の影

響も受けていた可能性を考慮してもよいであろう。

　さて，東アジアは１７世紀の時代に入ると，かつてない平和な時代が到来した。江戸

時代の武士は実戦から遠ざかり，官僚化し，「大小」は武器というよりも地位・身分の

象徴としての意味合いが強くなった。琉球王国も，上里がいうように「平和社会」と

なり，王国の防衛は薩摩藩が担う形をとったため，琉球王国は独自の軍隊を保持し続

ける必要はなくなった。また，琉球王国の士族階級に対して，計画的に鉄砲を放棄さ

せたとしても，その主な理由は琉球王国の進貢船に必要な武器搭載を薩摩藩が担って

おり，薩摩藩の財政負担軽減の策であったと考えられる。加えて，琉球王国内で鉄砲

以外の個人の武器まで放棄させられたとする薩摩藩からの下命は，管見の限りでは確

認できない。すなわち，琉球王国内に武器が全く存在しなくなかったとは考え難いの

である。さらに，薩摩藩は琉球王国内に常駐軍を配置しなかったことから，琉球王国

の人々はそれらから身を守る必要性はなかったと思われる。したがって薩摩藩の「禁

武政策」によって，沖縄の徒手の武術，即ち「カラ手」の発達が促進されたという説

は，更なる検討の余地がある。

　つまり，薩摩藩の禁武政策により，すべての武器や武術が禁止され，それによって

素手の武術が創造，または発達したという説にはいくつかの疑問が生じるのである。

例えば，琉球王国内で徹底的な「禁武政策」が布かれていたとするならば，なぜ薩摩

藩は鉄砲以外の武器についてはっきりした禁令を下さなかったのであろうか。あるい

は，なぜ鉄砲を薩摩藩の管理下に置きながら，一方で琉球王国の所有物として残した

のであろうか。さらには，琉球王国の平等所が夜間に棒刀を持ち歩くことを禁止した

「覚」が下されたにもかかわらず，およそ１００年後に王国内で「剣術」，「ヤハラ」，「手

ツクミ」といった武術の稽古が行われていたのはなぜだろうか。

　これらの疑問に答えるためには更なる史料発掘や解明が待たれるところであり，禁

武政策と空手道の発達史の関係についていっそうの歴史的検討を深めることが必要で

ある。 
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【注】

１　金沢大学国際機構留学生センター

２　西洋における空手道史を学術的に研究した先駆者のひとり，ドレーガーは次のように述べている。“In 
the early seventeenth century Okinawa was invaded and defeated by a Japanese force, though the country still 
continued to pay tribute to China. Under Japanese control Okinawans could develop no martial art practices. 
Weapons were confiscated and a ban placed on all martial arts”（Draeger, 1974, p. 58）.

３　この説に関してもっとも有名なエピソードは，１９世紀初期に琉球を訪れたイギリス人のバジル・ホール

船長からナポレオンが聞いたとされる話であろう。“When Napoleon was told that there existed a kingdom 
in which no arms were found and（as the visitors believed）the art of war was unknown, ［...］the general［...］ 
refused to believe that such a kingdom and such people could exist”（Kerr, 2000, pp. 258-259）．どのように琉
球の「武器を持たない国」及び「平和」なイメージが作られたかについては，上里は次のように述べて

いる。「それは琉球を訪れた欧米人の体験談が，１９世紀アメリカの平和主義運動のなかで利用されていっ

た経緯があります。好戦的なアメリカ社会に対し，平和郷のモデルとして自称琉球人のリリアン・チン

なる架空の人物が批判するという書簡がアメリカ平和団体によって出版され，『琉球＝平和郷』問いう

イメージが作られました。このアメリカ平和主義運動で生まれた琉球平和イメージ，史料の解釈の読み

違いから出た非武装説に加え，さらに戦後の日本で流行した『非武装中立論』が強く影響して，今日の

『武器のない国琉球』のイメージが形作られていったのです」（上里，２０１１，６８頁）。

４　沖縄島は，第一尚氏王統（１４０６～１４６９年）の 尚 
しょう

 巴  志 王（１３７２～１４３９年・在位１４２１～１４３９年）により，
は し

１４２９年に初めて統一された。また，第二尚氏王統は１４６９年から１８７９年の琉球処分まで４００年以上続いた。

５　 山  北 ，中山， 山  南 とも称される。
さん ほく さん なん

６　第二尚氏王統第三代国王。

７　この銘にはもともとタイトルが付いていなかった。また１６７１年もしくは１７１５年の再建の時に，石高欄に

は刻まれておらず，王府が編集した『琉球国中碑文記』の中に「百浦添欄干之銘」という名称が見られ

る（沖縄県文化振興会史料編集室，２０１０，２０６頁，注８を参照）。

８　こうした解釈は，すでに１９５８年に仲原によって指摘されている。「ところが，第四条の末尾『此邦財用武

器』を 伊  波 （ 普  猷 ：沖縄学の父と言われる，振り仮名とも筆者による）先生は『此邦，財に武器を用い』
い は ふ ゆう

と読み，王が，国中の武器を取りあげ，これで農具か何かを作ったように解された」（仲原，１９７７，５８８頁）。

また崎原貢もKerr著のOkinawa. The History of an Island Peopleの2000年に出版された改訂版付記で，
次のように述べている。“In 1932, Ifa Fuyu, the father of Okinawan studies, deciphered the forth achievement 
as follows: 'This country used armor for utensils.' He explained that Sho Shin turned all iron arms in the country 
into useful tools and utensils. ［...］Based on Ifa, Kerr said 'Private ownership and use of arms were done away 
with.' He further added that, in an attempt to forestall the dangers of insurrection, 'it was first ordered that 
swords were no longer to be worn as personal equipment. Next, the pretty lords were ordered to bring all 
weapons to Shuri, to be stored in a warehouse under supervision of one of the king's officers.' No sources were 
cited for these statements”（Sakihara in Kerr, 2000, p. 543）.

９　百浦添欄干之銘では１００隻としている（『沖縄大百科事典・中巻』，１９８３，４２２頁）。

１０　『沖縄大百科事典・上巻』，１９８３，６１０頁によると，この乱は，１５２２年とされているが，むしろオヤケ・

アカハチの乱の余波とみる向きが強い。

１１　第二尚氏王統第四代国王（１４９７-１５５５年・在位１５２７-１５５５年）。
１２　倭冦は，主に１３～１６世紀に中国や朝鮮半島で掠奪行為を行った海賊集団をさす，中国と朝鮮側の呼称で

ある。前期（１４～１５世紀）と後期（１６世紀）の倭冦に分けられる。彼らは必ずしも日本人だけではなく，

民族・国籍を超えた連合集団であった。後期には中国人が大多数で，日本人が１～２割，ポルトガル人
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やスペイン人まで含まれていた（『日本史広辞典』，１９９７，２２６５頁を参照）。

１３　この堡塁は 屋  良  座  森 
や ら ざ もり

 城 とされている。
ぐすく

１４　“Commentarios do Grande Afonso d'Alboquerque”（“Comentàrios do Grande Afonso de Albuquerque”, １５５７
年（改訂版１５７６年）），ポルトガル人の植民地征服者Afonso de Albuquerque（推定１４５３-１５１５年）の手紙
記録。

１５　１４７１年編纂。

１６　「かつて南西諸島に存在した琉球王国は，十四～十六世紀にアジアの海域世界で中継貿易を行い繁栄し

た。…十四世紀後半に，中国明朝との冊封・朝貢関係を結び交易活動を活発化，…『万国津梁の鐘』

（１４５８年鋳造）銘文には琉球が格国と親密な関係を築いて万国の架け橋（万国津梁）となったこと，ま

た『異産至宝は十方刹に充満せり』と記され，その繁栄ぶりがうかがえる。しかし十六世紀中頃に中継

貿易は衰退へと向か［った］」（上里，２０１０b，２２４頁）。
１７　さらに，刀剣について，上里は次のように述べる。「史料…を検討した結果，海外に輸出された琉球の

刀剣は，日本から調達した刀身を琉球で加工，外装を仕立てていた可能性が高いことを論証した」（上

里，２０１０b，２３９頁。また，新垣，２０１１，３９-４３頁；玉野十四雄，２０１３，１５-１６頁を参照）。 
１８　「三司官」は琉球王国の職名及び位階名であり，国政を担当する３人の宰相を指す。投票により 親方 の

ウェーカタ

中から選ばれ，琉球王国士族が昇進できる最高の位階にあたり，実質的な行政の最高責任者であった

（『沖縄大百科事典・中巻』，１９８３，２５３頁を参照）。

１９　麻生によると，中国に遣わされる船への武具搭載は１６４８年には許可されており，また少なくとも１６６６年，

１６７２年，１７５７年，１８０３年，１８０９年には武具供給要請があったことが確認できる（麻生，２０１０，２５-２９頁）。
また，海賊からの防衛のほか，進貢船は出入港の際，礼砲を打つ儀礼があったことも琉球側からの武器

借用要請の一つの要因となっていた（同上書，３２頁）。

２０　琉球側が清朝に武器借用を求めた例として，１８５４年に，琉球船が海賊に襲われた際，武具が奪われたた

めに，清の役人から武具借用が認められたことが挙げられる（麻生，２０１０，３４-３５頁を参照）。
２１　伊波普猷と 真  境  名  安  興 の共著『琉球の五偉人』による。なお，真境名安興は伊波普猷と 東  恩  納  寛 

ま じき な あん こう ひが おん な かん

 惇 と共
じゅん

に，戦前の沖縄学における「御三家」と称される。

２２　崎浜は「世替」を「革命」としている（崎浜，１９８４，７６頁）。

２３　崎浜は「御国元」を「薩摩」としている（同上書）。

２４　仲原はこの文の一部を次のように現代語訳している。「昔は，この国は政治もわるく，世替り（革命）

も度々あったが，薩摩の支配になってから…目出度い世の中となった」（仲原，１９７７，５９３頁）。

２５　崎浜は「潮の崎」を「磯崎（古琉球）」としている（崎浜，１９８４，８４頁）。

２６　仲原はこの文を次のように現代語訳している。「当地は至って静かな国で，武道は全く必要ないが，毎

年渡支するので，海賊にあう恐れがある。それ故，士はすべて，槍，長刀，弓を習わせたいものだ。（薩

摩で）差支えなければ，鉄砲までけいこさせたい。渡支前に三日位鉄砲のけいこしたのでは役に立つま

いと思う」（仲原，１９７７，５９３頁）。

２７　仲原は蔡温の文を次のように解釈している。「おそらく，薩摩向けのせんでんではなく，これが本音で

あろう」（同上書）。

２８　平等所については次のような記述が見られる。「…琉球王国の裁判所を 平  等  所 という。平等所の裁判記
ひ ら じょ

録は，戦前には沖縄の那覇地方裁判所にかなりの分量が保存されていたようであるが，それらは戦禍で

殆ど湮滅してしまった。しかし，幸いにも大正十三年ごろ沖縄の那覇地方裁判所の判事奥野彦六郎氏が，

その平等所記録の一部を当時の裁判所書記に筆写せしめたものが残っている。それは恐らくただ一つ現

存する平等所の裁判記録であると思われる」（比嘉，崎浜，１９６５，１頁）。

２９　伊波普猷も１９３２年の「古琉球の武備を考察して『からて』の発達に及ぶ」の中で，次のように述べてい
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空手道史と禁武政策についての一考察－琉球王国尚真王期と薩摩藩の支配下を中心に－　（ビットマン　ハイコ）

る。「…『からて』の慶長以後に発達したことは最早疑ふ余地がない」（服部，中曽，外間，１９７４，２１２

頁）。また「…武器を取り上げられた琉球に這入って，大に流行したものも偶然ではない」（同上書，２１４

頁）。

３０　主に１２世紀，１４世紀及び１８世紀伝来の説がある（高宮城繁，２００８，９０-９５頁を参照）。
３１　また，そのほかに琉球王国の貿易に伴い，東南アジアからの格闘技も加味されたとする見解も見られる

（宮城，１９８７，１７頁；Haines, １９６８, ８４-８５頁；玉野十四雄，２０１３，１７ 頁）。
３２　喜安入道 蕃  元 （１５６５-１６５３年）の作。喜安は堺に生まれ，１６００年琉球に渡り，茶道職として

ばん げん

 尚 
しょう

 寧 王（１５６４-
ねい

１６２０年・在位１５８９-１６２０年）に任えた。薩摩藩による侵攻の際，交渉人としても働き，琉球側の唯一の記
録である『喜安日記』を残した（金城，２０１１，１５９-１６０頁を参照）。

３３　室町時代は１３３６-１５７３年及び１３３８-１５７３年の区分もある。
３４　戦国時代は１４６７-１５７３年及び１４９３-１５７３年の区分もある。
３５　さらに，武装したヤマト商人以外に，当時の那覇には日本的宗教施設が存在したほか，琉球士族の中に

も日本出身者がいて，琉球王府が日本出身者を登用した事例が見られると指摘している（詳しくは，上

里，２００５年，５-８頁，１１-１４頁及び１６-１７頁を参照）。
３６　「古琉球」は，時代区分としては農耕社会の成立（１２世紀頃）から薩摩藩の侵攻（１６０９年）までを指す。

１６０９年の薩摩侵攻から１８７９年の琉球処分によって沖縄県とされるまでの時代を「近世琉球」という（上

里，２０１０a，１３頁を参照）。詳しくは，渡辺，２０１２，２-４頁を参照。
３７　さらに上里は「古琉球における武器・武具類の大きな特徴は，その大半が日本様式であることだ」と述

べている（上里，２００２，１２２頁）。また，王府が編集した古琉球の歌謡集とされる「おもろさうし」の巻

一（１５３１年編纂）には４１首のうち，８首が戦争に関するオモロであるとも記している（同上書，１２４頁）。

３８　この見解を支持する史料として，琉球王国の正史と言われる『球陽』（１７４３-４５年編纂）が挙げられるか
もしれない。その中に，１５２４年と思われる出来事が次のように記されている。「建極［，］手ニ寸鉄ナク，

但空手ヲ以テ童子ノ両股ヲ折破シ，走シテ城門ヲ出ヽテ，中山坊外ニ行キ至ッテ薨卒セリ」（桑江，

１９７１，５９頁）。この記述にある「空手」（読みはおそらく：くうしゅ）が素手の格闘術を示すかもしれな

いという見解が見られる（高宮城，２００８，６６５頁；新垣，２０１１，９１を参照）。ただし，この「空手」はま

だ武術としての意味をもつものではないだろうという見方もある（高宮城，２００８，１２７頁）。この見解に

ついては他に玉野，２０１３，１８ 頁を参照。
３９　空手道の諸流派が成立したのは，昭和初期１９３０年代からである。それ以前は,沖縄での稽古が行われて

いた地域名から，いわゆる首里手（代表的大家：松村宗昆）， 那  覇  手 （方言で：ナーファディー・代表
な は て

的大家： 東  恩  納  寛 
ひが おん な かん

 量 （１８５３-１９１５年）），
りょう

 泊 
とまり

 手 （トゥマイディー・代表的大家： 松  茂  良  興  作 （１８２９-１８９８年））
て まつ も ら こう さく

という名称が用いられていた。ただし，いつ頃からそう呼ばれていたかは明確ではない。これについて，

藤原は次のように述べている。「首里手・那覇手という名称は，沖縄県庁の学務課が，旧大日本武徳会

への加盟手続きをとるに当たり，当時の唐手術指導者を招き，『日本武道の精神からみて，唐手という

名称は，あまり芳しいものではない。何かこれに代わる別の名称を考えてはどうか』と提案したことか

ら生まれたもので，この名称を用いるようになったのは，明治末年頃からの話にすぎないのだが，唐手

術と地名を結びつける基本的な土壌は，薩摩藩の琉球進攻以前から，すでに存在していたように思われ

る」（藤原，１９９０，６４１頁）。

４０　松村宗棍（混）とも書く。

４１　例えば， 板  良  敷 
いた ら しき

 朝 
ちょう

 忠 
ちゅう

（１８１８-１８６２年）と 安  里  安  恒 （１８２８-１９１４年）はそうであるとされる（高宮城繁，
あ さと あん こう

２００８，３７４及び３８６頁；新垣，２０１１，１０６-１１８頁を参照）。
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Weapon Prohibition Policies and the History of Karatedō
Focusing on the Ryūkyū Kingdom during the reign of
King Shō Shin and the period under Satsuma control

Heiko BITTMANN

Abstract
　Regarding the history of Karatedō, it is commonly said that, in its place of origin, the 
island of Okinawa, weapon prohibition policies, which were proclaimed during the era of the 
Ryūkyū Kingdom（1429-1879）, influenced the development of the martial art. For example, 
weapon prohibition decrees during the reign of King Shō Shin（1477-1526）and in the period 
of Satsuma control after their invasion in 1609 are often mentioned. However, recent 
research has increasingly begun to query earlier assumptions about the policies themselves 
and their co-relation to the development of Karatedō. This essay therefore questioned 
popular and often established opinions about Karatedō in relation to weapon prohibition 
policies. By doing so, it aimed to shed more light on the developmental history of the martial 
art vis-à-vis these aforementioned policies by presenting a selection of relevant documents 
and sources to the reader and by examining their contents in greater detail.

【Keywords】Karatedō, Okinawa, Ryūkyū Kingdom, Satsuma, Weapon prohibitions


